下記に示した規約はあくまで参考例です。
「松浦市地域クラブ認定要綱」第３条記載の認定要件を十分確認の上、地域クラブ内で十分に協議していただき、規約（会則）を作成ください。


○○クラブ規約【参考例】

第１章 総 則 
第１条 本クラブの名称は『○○クラブ』（以下「本クラブ」という）と称する。 
第２条 本クラブは、長崎県○○連盟（○○協会） 及び 長崎県中学校体育連盟に登録する。 
第３条 本クラブの事務局は、長崎県松浦市○○町○○免○○番地○○に置く。 

第２章 目的及び事業 
第４条 本クラブは、○○と○○の向上及び○○を養成し、心身ともに健康な選手の育成を図ることを活動の目的とする。
第５条 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
（1） クラブの運営及びその維持改善に関すること。
（2） クラブの練習及び対外試合への参加に関すること。
（3） 生徒の所属校との情報共有に関すること。
（4） その他目的達成に必要と認める事項。
 
第３章 組 織 
第６条 本クラブは、監督・コーチ（これら以下「指導者」という。）、中学生（以下「クラブ員」という）、次の役員及びクラブ員の保護者（以下「保護者」という。）で構成する。 
第７条 本クラブに次の役員を置く。
（1） 会長○名、副会長○名、会計○名、監査○名及び監督・コーチはじめその他クラブに必要な役員。ただし、監査が代表者又は会計との兼任はできない。
（2） 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。 

第４章 練 習 
第８条 練習は日常継続的に、指導資格を有する指導者の指導のもと活動する。 
第９条 『学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン』（令和４年12月27日スポーツ庁•文化庁発出）の「II新たな地域クラブ活動」を遵守して活動する。また、長期休暇（夏休み・冬休み・春休み）中は、別途練習日程を決める。 

第５章 健康管理 
第10条 健康管理は、保護者の責任において行う。ただし、クラブ員が、活動中に急に身体に変調をきたした時は、保護者に至急連絡を取る。 

第６章 怪我・事故防止 
第11条 本クラブに関わるすべての者が一体となり、十分に注意を払い、怪我・事故防止の徹底を期する。 
第12条 練習、試合、遠征中において怪我・事故が生じた場合は、本クラブは応急処置を行うが、その後は保護者にて対応し、本クラブは一切の責任を負わない。 
第13条 本クラブ員は、○○保険に加入する。 
第14条 怪我や事故については、上記の保険によるものとする。また選手の輸送に用いる車両は必ず任意保険に加入し、車両事故が発生した場合には搭乗者を補償できるものとする。 

第７章 入部 
第15条 本クラブに入部を希望する者は、中学生及び保護者もクラブの趣旨を理解し、所定の入部申込書を提出すること。 

第８章 休部・退部 
第16条 次の事項に該当したときは、役員会の決議により退部させられることがある。 
（1） [bookmark: _GoBack]本クラブの体面を傷つけ、又は趣旨に反する行動があったとき。 
（2） 正当な理由がなく、無断で欠席が続いたとき。 
第17条 休部・退部を希望する者は、必ず事前に申し出、休部届・退部届 を提出すること。 
第18条 休部・退部の場合は、届け出が出された月までクラブ費を支払う。 
第19条 休部・退部した場合でも復帰は認める。 

第９章 会 計 
第20条 本クラブの会計年度は、毎年○○月○○日より翌年○○月○○日までとする。 
第21条 本クラブに対する納入金は、○○費、○○費、及び○○費とする。 
第22条 この会のクラブ費は月額○○円とし、１年生の○月から３年生の○月まで課せられる。納期は○月・○月・○月であり、会計に納入する。なお、本クラブに兄弟がいる場合、２人目以降は半額とする。 
第23条 ○○費・○○費・○○費は、その都度の精算により納入しなければならない。 
第24条 会計最終年度に余剰金がある場合は、次年度に繰り越すものとする。 

第１０章 運 営 
第25条 本クラブの運営費は、○○費、○○費、○○費、寄附金等をもって充てる。 
第26条 クラブ員、保護者及び本クラブに関わる指導者等は、本規約を遵守すること。 
第27条 本クラブの入部金、クラブ費の変更は、役員会の決議により変更することができる。 
第28条 規約の改正は、役員会の決議により変更することができる。 

第１１章 慶 弔 
第29条 指導者等の慶弔に当たっては、指導者と役員間の協議において慶弔金の支出を判断するものとする。 

附 則 本規約は、令和○年○月○日から施行する。
